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【人工知能基本計画骨子】 

別紙様式 

 

章・節 該当ページ 該当する記載 ご意見 

全般   文章中に体言止めの表現が多用されて

おり、解釈に幅が生じる可能性があるた

め、動詞を使った言い切りの表現等に

変更いただきたい。 

例）P2、13 行目 イノベーションが進展

→イノベーションが進展した。 

P2、19 行目 ＡＩは、安全保障の高度化

や平和の構築にも貢献。 

→貢献する、貢献できる可能性がある

等。 

 

全般   国として明るい未来を見せなければなら

ないのだと思うが、全体的に危機感が

欠如している印象である。「クラウド競争

に負け、このままだと AI に係る国際競

争にも負ける蓋然性が高い」くらいの強

い危機感やメッセージが必要ではない

か 
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章・節 該当ページ 該当する記載 ご意見 

第１章 P.2 （国際競争と我が国

の現状） 

AI の利活用及び開発は、我が国のイノ

ベーションを促進するという観点からも

記載内容には賛同する。 

他方で、「人工知能基本計画」は日本と

して重要な政策であり、民間企業による

関与が必須でものであると理解してい

る。したがって、利活用及び開発、イノ

ベーションの促進に向けては、産業界と

協働していくことが必要不可欠。今回の

意見募集手続は開始から締切りまでお

よそ１週間という短期間で行われたが、

期間の縛りがない任意の意見募集手続

であるとしても、このような短期間で産

業界の声を十分に把握することは困難

であることから、産業界の声をより広く

反映できるよう、意見募集の期間には 1

か月等の十分な意見募集期間等を設

定して頂くことを望む。 

 

第１章 P.2 （リスクへの対応） AI のリスクに対応し、安全性を高める方

針に賛成である。そのためには、「デー

タセキュリティ」（P.6）のような技術的な

対応も重要となり、多様な技術の発展を

促進していくべきである。 

例えば、技術的な安全性担保の方法と

して、IPA「重要情報を扱うシステムの要

求策定ガイド」に記載されているような

「計算途上のデータ暗号化」という技術

要件を満たすことが有効である。そし

て、この技術要件を満たす手法の一例

と し て 「 機密 コ ン ピ ュ ーテ ィ ン グ

(Confidential Computing)」という技術が

存在している。この技術は、日本のガバ

メントクラウドの要件になっていること

や、海外では生成AI処理向けへの導入

事例も増え、注目されている。 

今回の基本計画をより具体化し、実現し

ていくために、機密コンピューティングを

はじめとした安全性を高める技術の活

用など具体的手法についても政府から
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章・節 該当ページ 該当する記載 ご意見 

情報提供されることを期待する。 

 

第 3 章 第

1節 

P.5 ＡＩの徹底した利活用

や性能向上のため、

データの集積・利活

用、特に組織を超え

たデータの共有、官

民連携によるデータ

利活用を促進。 

官民や企業の枠組みを超えたデータ共

有について、どのようなメリットや目的が

あるのか、どのようなデータを共有する

想定なのか具体的に書くべき。記載さ

れているセキュリティへの配慮（不正ア

クセス対策）は当然として、データの置

き場やアクセス権、データ連携基盤をど

のように運用するのかなど方針を示して

ほしい。 

 

第 3 章 第

1節 

P.5、6 地方創生、経済再

生、国民生活の質の

向上に資するＡＩ

利活用を促すため、

ＡＩ利活用を前提

に既存の規制や制

度を見直しことを

含め、制度改革等を

先導的に推進。 

ＡＩの社会実装の

実現のための規制・

制度の点検・見直し 

具体的な取組例として、リーガル、医療

等のプロフェッショナル領域をはじめ事

業者によるサービス提供が制限されて

いる分野において、生成 AI の社会実装

を前提として規制を適応させるため当該

士（師）業法等の規制の考え方を見直す

ことを特に明示するべきである。 

AIテクノロジーの進展に適応できていな

い士（師）業法の規制が、日本国内企業

による AI サービスの開発・提供を委縮

させ、その結果、我が国のAIイノベーシ

ョンを阻害し、国際競争力まで低下させ

る懸念がある。 

例えば、2025 年 8 月、我が国の法務省

は、生成 AI により質問に応じて関連す

る労務関係 Q＆A 記事の要約を出力す

る程度のサービスが、非弁護士の法律

事務の取扱い等の禁止を定める弁護士

法 72条違反と評価される可能性がある

との見解を示している。 

 

第 3 章 第

1節 

P.6 【具体的な取組例】 

（４） 更なるＡＩ利活

用に向けた仕組みづ

くり   

③  医療・教育・農

業・建設などの準公

共分野、日本の強み

データセキュリティに関しては、データセ

キュリティそのものの高度化にＡＩを利活

用することを明確にすべき 
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章・節 該当ページ 該当する記載 ご意見 

となる産業・研究分

野における質の高い

データを生かすた

め、データセキュリテ

ィにも留意しながら、

データ連携基盤を構

築【◎内閣府（Ａ Ｉ

室）、デジタル庁、関

係省庁】 

第 3 章 第

1節 

P.6 【具体的な取組例】 

（４） 更なるＡＩ利活

用に向けた仕組みづ

くり   

③  医療・教育・農

業・建設などの準公

共分野、日本の強み

となる産業・研究分

野における質の高い

データを生かすた

め、データセキュリテ

ィにも留意しながら、

データ連携基盤を構

築【◎内閣府（Ａ Ｉ

室）、デジタル庁、関

係省庁】 

日本の強みとなる質の高いデータを生

かすという本項目の趣旨に照らして、

「データ利活用制度の在り方に関する基

本方針」（令和７年６月１３日デジタル行

財政改革会議決定）の「５．先行個別分

野の改革事項（重点領域におけるデー

タスペースの整備等）」に掲げられてい

る各分野は取り組みの対象として明示

されるべきであり、本項目に「金融」分野

を追加すべきである。また、担当省庁に

内閣官房（デジタル行財政改革会議事

務局）を追加すべきである。 

 

第 3章 第

1節 

P.6 【具体的な取組例】 

（４） 更なるＡＩ利活

用に向けた仕組みづ

くり   

③  医療・教育・農

業・建設などの準公

共分野、日本の強み

となる産業・研究分

野における質の高い

データを生かすた

め、データセキュリテ

ィにも留意しながら、

データ連携基盤を構

築【◎内閣府（Ａ Ｉ

室）、デジタル庁、関

データの利活用においては、教育デー

タの民主化を進めることも重要であると

考える。 
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章・節 該当ページ 該当する記載 ご意見 

係省庁】 

第 3章 

第 2節 

P.7 我が国が独自にＡ

Ｉエコシステムを

研究及び開発する

ことのできる能力

を強化。ＡＩエコシ

ステムを日本国内

に構築、積極的に海

外に展開すること

で、国際競争力も強

化し、国力強化、デ

ジタル赤字の解消

に寄与。国家主権と

安全保障の観点も

踏まえ、日本の自立

性・不可欠性を確保

する。 

現時点でAIに限らず日本発のグローバ

ルな ITサービスはない現状を冷静にみ

つめ、既存のAIを上手く使いつつ、日本

独自のアレンジを施していく方向性が現

実的と思料。 

 

第 3章 

第 2節 

P.7 ＡＩモデルとアプ

リを組み合わせた

多様なサービスの

創出、ＡＩとロボッ

ト等を組み合わせ

たフィジカルＡＩ

の開発導入、科学研

究に広くＡＩを利

活用する AI for 

Science 等の推進は

日本の勝ち筋。 

AI 基盤技術での全面的な競争は現実

的でない一方、日本には製造業、ロボ

ティクス、素材、医療機器など世界トップ

レベルの産業がある。真の勝ち筋は、こ

れら既存の強み分野にAI技術を掛け合

わせ、グローバル市場に展開することと

考えられる。例えば音声 AI 技術と日本

の高品質なハードウェアの融合、フィジ

カル AI と製造ノウハウの組み合わせな

ど、日本独自の付加価値を生み出せる

領域に集中投資すべき。国内市場保護

でなく、世界に売れる製品・サービス創

出を最優先とした戦略を求める。 

 

第 3章 

第 2節 

P.7 ＡＩエコシステム

が持続可能な形で

発展できるよう、経

済安全保障推進法

や税制措置なども

活用して官民が戦

略的に投資。 

税制措置なども活用する、という点にお

いては、AI に特化した税制措置の措置

も早急な検討が必要と考える。 

例として、AI 分野の研究開発における

試験研究費の税額控除率の抜本的な

引き上げや、データ保有者と開発企業

の連携する取組み等への優遇制度、AI

を活用したサービス・アプリケーション開

発等といった AI 開発力強化に向けた優
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章・節 該当ページ 該当する記載 ご意見 

遇制度、AI 関連ソフトウェア投資につい

て、取得価格以上の減価償却を認め

る、など税制面からも支援していくこと

が必要と考える。 

 

第 3章 

第 3節 

P.9  【 具 体 的 な 取 組

例】（１）②事業者等

によるＡＩの研究

及び開発・利活用に

おける適正性の確

保に向けた自主っ

て気な取組を促す

とともに行政にお

ける円滑かつ適正

な利活用に向けた、

ＡＩ法第 13 条に基

づく指針その他各

種ガイドライン等

の整備・周知徹底 

事業者として、記載いただいた内容に

賛同する。 

具体的には、特に事業者が各種取り組

みを自主的に行えるよう、国や関係する

団体に積極的な支援を期待する。 

例えば、各企業が透明性レポートの開

示に積極的に取り組めるよう、その重要

性を周知し、公開を促す支援など。 

第 3章 

第 3節 

P.9  この実現のため、国

民や事業者等の自

主的かつ能動的な

取組を促す国とし

ての基本的な考え

方を提示。当該考え

方等を踏まえ、ＡＩ

セーフティ・インス

ティテュート（ＡＩ

ＳＩ）の抜本的な強

化によるＡＩモデ

ルの技術的評価、当

該評価も踏まえた

ＡＩがもたらすリ

スクに係る実態把

握と必要な措置を

講じる。 

必要な措置においては、事業者等の自

主的かつ能動的な取組の障壁となって

いないか、過度な規制となっていないか

といった観点から検討することが重要で

あると考え、検討に当たっては、産業界

の声を広くヒアリングしていく機会を設け

ることを望む。 

第３章第４

節 

P.11 ＡＩの社会実装の実

現のための規制・制

度の点検・見直し 

【再掲】 

具体的な取組例として、リーガル、医療

等のプロフェッショナル領域をはじめ事

業者によるサービス提供が制限されて

いる分野において、生成 AI の社会実装



7 

 

章・節 該当ページ 該当する記載 ご意見 

を前提として規制を適応させるため当該

士（師）業法の規制の考え方を見直すこ

とを特に明示するべきである。 

AIテクノロジーの進展に適応できていな

い士（師）業法の規制が、日本国内企業

による AI サービスの開発・提供を委縮

させ、その結果、我が国のAIイノベーシ

ョンを阻害し、国際競争力まで低下させ

る懸念がある。 

例えば、2025 年 8 月、我が国の法務省

は、生成 AI により質問に応じて関連す

る労務関係 Q＆A 記事の要約を出力す

る程度のサービスが、非弁護士の法律

事務の取扱い等の禁止を定める弁護士

法 72条違反と評価される可能性がある

との見解を示している。 

 

第３章第４

節 

P.11 ① 人とＡＩが協働す

る社会における人と

ＡＩの役割分担を模索

し続け、人が人として

生き抜く力を伸ばす 

人が人として生き抜く力を伸ばす、とい

うことが具体的にどのような能力を指し

ているのかお示しいただきたい。 

 

第３章第４

節 

P.11 ① 人とＡＩが協働す

る社会における人と

ＡＩの役割分担を模索

し続け、人が人として

生き抜く力を伸ばす 

消費者の情報接点は既存の広告をはじ

めとした情報接点領域から、個々人が

保有する AI エージェントへ移行する可

能性も十分考えられる。その際、世の中

のサービスや製品の認知、購入動機の

形成機能が AI 側に移転し、基幹技術を

国外に依存する構造が、インターネット

時代と同様に再生産される懸念があ

る。特に消費者意識は日本文化・教育・

生活習慣など多様な情報接点から形成

されるにもかかわらず、その仲介を他国

技術に委ねることは、産業競争力だけ

でなく文化的主権の観点からもリスクが

大きい。AI 時代における人間力の向上

をアジェンダとするのであれば情報接点

の戦略についても産学官で描いておく

べき。 
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【人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針骨子】 

別紙様式 

 

章・節 該当ページ 該当する記載 ご意見 

全般   AI の利活用及び開発は、我が国のイノ

ベーションを促進するという観点からも

記載内容には賛同する。 

他方で、「人工知能関連技術の研究開

発及び活用の適正性確保に関する指

針骨子」は日本として重要な政策であ

り、民間企業による関与が必須でもの

であると理解している。したがって、利

活用及び開発、イノベーションの促進に

向けては、産業界と協働していくことが

必要不可欠。今回の意見募集手続は開

始から締切りまでおよそ１週間という短

期間で行われたが、期間の縛りがない

任意の意見募集手続であるとしても、こ

のような短期間で産業界の声を十分に

把握することは困難であることから、産

業界の声をより広く反映できるよう、意

見募集の期間には 1か月等の十分な意

見募集期間等を設定して頂くことを望

む。 

 

２．研究開

発機関及

び活用事

業者が特

に取り組む

べき事項 

P.5 （２） 

ステークホルダーと

の信頼関係の構築

に向けた透明性の確

保 

透明性の確保は重要であると考える一

方で、事業者等の自主的かつ能動的な

取組の障壁となっていないか、指針の

具体的内容が事業者の取組みの足か

せとなっていないかといった観点から検

討することが重要であると考え、検討に

当たっては、産業界の声を広くヒアリン

グしていく機会を設けることを望む。 

 

２．研究開

発機関及

び活用事

業者が特

に取り組む

べき事項 

P.5  記載頂いた内容に基本的には賛同する

が、以下の要素を追記頂くことを希望す

る。 

事業者としては、既存のガバナンスプロ

セスが存在していることと考えている。

その中で AI という要素を付け加えて検

討するものと考えるため、既存のプロセ
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章・節 該当ページ 該当する記載 ご意見 

スを把握したうえで、利活用することを

念頭に、AI 特有の事項を追加しつつ、

必要に応じて新たな取り組みを開始す

るような記載として頂きたい。 

 

 

２．研究開

発機関及

び活用事

業者が特

に取り組む

べき事項 

P.6  事業者として、記載頂いた内容につい

て、修正を希望する。 

(5) ＡＩのイノベーションの基盤となるデ

ータの重要性を踏まえたステークホル

ダーへの配慮 とあるが、「配慮」という

言葉が意図する事項があいまいである

ため、合理的な範囲での情報提供な

ど、具体的に事業者の行動に落とし込

める表現を希望する。 

 

３．国及び

地方公共

団体が特

に取り組む

べき事項 

P.7  記載いただいた内容に基本的には賛同

するが、以下追記、修正を希望する。   

・人工知能基本計画には、ＡＩ開発・利用

基盤の増強・確保という項目があるが、

指針には相当する項目が無いように見

受けられる。 

エネルギー政策への投資などにまつわ

る具体的な活動項目を本節に追記する

ことを希望する。 

・同様に人工知能基本計画には、「ＡＩ社

会に向けた継続的変革」節において、ＡＩ

人材の育成・確保という項目があるが、

指針にはこれに相当する項目が無いよ

うに見受けられる。継続性の観点で、国

主導での人材育成に取り組みに関する

項目を本節に追記されることを希望す

る。 

 

３．国及び

地方公共

団体が特

に取り組む

べき事項 

P.7  人材育成については、情報リテラシーを

含めて、教育することが重要であると考

える。 
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